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▼
申
込
方
法

産
業
建
設
課
窓
口
で
事
前
相
談

後
、
申
請
書
と
必
要
書
類
を
提
出

※
事
前
相
談
の
際
に
建
築
物
が
派
遣

事
業
の
対
象
に
な
る
か
確
認
し
ま

す
。
住
宅
の
建
築
年
や
構
造
を
調
べ

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
産

業
建
設
課
都
市
建
設
室
窓
口
で
配

布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類

①
木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
申
請

書
　
※
印
鑑
が
必
要

②
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
で
き

る
も
の
（
保
険
証
・
運
転
免
許
証
な

ど
）
の
写
し

③
町
税
の
完
納
証
明
書

④
対
象
住
宅
の
家
屋
評
価
証
明
書

⑤
建
築
確
認
書
・
案
内
図
・
現
況
写

真
（
２
面
以
上
）

※
③
④
は
証
明
発
行
料
が
各
３
０
０

円
。
⑤
建
築
確
認
書
が
な
い
場
合
、

調
査
用
図
面
作
成
費
用
と
し
て
、
別

途
１
０,
０
０
０
円
が
か
か
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

産
業
建
設
課
都
市
建
設
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
６
１
）

木
造
住
宅
の
地
震
に
弱
い
部
分
や

倒
壊
の
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
、

耐
震
診
断
を
希
望
す
る
人
に
耐
震
診

断
者
（
碩
群
馬
県
建
築
士
事
務
所
協

会
に
登
録
さ
れ
た
木
造
住
宅
耐
震
診

断
調
査
資
格
者
）
を
派
遣
し
ま
す
。

耐
震
診
断
費
は
無
料
で
す
が
、
診

断
調
査
員
の
交
通
費
１,
０
０
０
円

を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

該
当
建
築
物
を
所
有
し
、
居
住
し

て
い
る
人
で
町
税
の
滞
納
が
な
い
こ

と
が
条
件
で
す
。（
貸
家
を
除
く
）

▼
該
当
す
る
建
物

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工

さ
れ
た
一
戸
建
て
の
住
宅
ま
た
は
併

用
住
宅
で
住
宅
部
分
の
床
面
積
が

１
／
２
以
上
の
も
の

②
平
屋
建
て
・
２
階
建
て
の
も
の

③
在
来
軸
組
構
法
に
よ
る
も
の

▼
募
集
戸
数

５
戸
（
定
数
に
な
り

次
第
締
切
り
ま
す
。）

申
込
受
付
期
間

平
成
24
年
４
月
９
日
　
〜
平
成
25
年

１
月
31
日
　

診
断
日
程
は
申
込
月
の
翌
月
に
調

整
。

国
民
健
康
保
険
加
入
の
人

●
70
歳
未
満
の
人
、
70
歳
以
上
75
歳

未
満
で
住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
の

人：

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」、
ま

た
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」

●
70
歳
以
上
75
歳
未
満
で
住
民
税
非

課
税
世
帯
等
で
は
な
い
人：

「
高
齢

受
給
者
証
」

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課
保
険
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５
６
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
の
人

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人：

「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
認
定
証
」

▼
問
合
せ
先
　

健
康
福
祉
課
保
険
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
５
７
）

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

牲
０
２
７
・
２
５
６
・
７
１
７
１

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、
高
額

な
外
来
診
療
を
受
け
た
と
き
に
窓
口

で
支
払
う
金
額
を
一
定
の
金
額
に
と

ど
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
医
療
機

関
な
ど
の
窓
口
で
限
度
額
適
用
認
定

証
や
被
保
険
者
証
を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

今
ま
で
は
、
高
額
な
外
来
診
療
を

受
け
、
一
カ
月
の
窓
口
負
担
が
自
己

負
担
限
度
額
以
上
に
な
っ
た
場
合
で

も
、い
っ
た
ん
お
支
払
い
い
た
だ
き
、

後
で
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
療
養
費

を
お
返
し
し
て
い
ま
し
た
。

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
医

療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
限
度
額
適
用

認
定
証
な
ど
を
提
示
す
れ
ば
、
限
度

額
を
超
え
る
分
を
支
払
う
必
要
が
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
薬
局
、

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
つ
い
て
も

同
様
の
取
扱
い
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
は
、
加

入
す
る
医
療
保
険
者
に
事
前
に
申
請

し
、
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
申
請
方
法
や
自
己
負
担
限
度
額

な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

窓
口
支
払
い
が
一
定
金
額
で
す
み
ま
す

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
皆
さ
ま
へ

木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事
業

自
宅
の
耐
震
診
断
を
し
て
み
ま
せ
ん
か

月�

木�
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れ
た
も
の
を
基
礎
に
し
た
地
図
で

す
。
土
地
の
境
界
が
不
明
確
で
あ
っ

た
り
、
測
量
も
不
正
確
で
あ
っ
た
り

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
土
地
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
行
為
の
基
礎
に
な
る
土
地
の
情
報

を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
、
こ
の
調

査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

町
で
は
、
23
年
度
に
調
査
準
備
を

行
い
、
陣
場
地
区
を
３
地
区
に
分
け

て
事
業
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
24
年
度
は
上
陣
場
地
域
か

ら
事
業
に
着
手
す
る
計
画
で
す
。

地
籍
調
査
の
メ
リ
ッ
ト

①
境
界
の
位
置
が
不
明
に
な
っ
て

も
、正
確
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
、

土
地
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
土
地
の
形
状
や
面
積
が
明
確
に
な

る
。

③
災
害
復
旧
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
。

④
固
定
資
産
の
課
税
が
適
正
に
行
わ

れ
ま
す
。

⑤
土
地
取
引
が
円
滑
に
行
え
ま
す
。

調
査
費
用
は

地
籍
調
査
に
か
か
る
費
用
は
、

国
・
県
・
町
が
負
担
し
ま
す
。
土
地

所
有
者
に
調
査
費
用
の
負
担
を
求
め

地
籍
調
査
事
業

平
成
24
年
度
か
ら
始
ま
り
ま
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

調
査
に
は
土
地
所
有
者
の
境
界
立

会
い
と
確
認
行
為
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
全
町
完
了
ま
で
に
は
、
数
十
年

を
要
し
ま
す
が
、
事
業
の
推
進
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

産
業
建
設
課
用
地
管
理
室

牲
54
・
３
１
１
１

（
内
線
１
６
３
・
１
６
４
）

�工事等
番号 工事・委託名 工事・委託場所 参加

業者数 落札率 落札業者 主管課等予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

平成23年度 社会資本整備総合交付金事業 吉岡
町流域関連公共下水道枝線国庫第1工区工事

大久保地内 ７社 14,980,000円 13,930,000円88 93.0％ 株式会社
飯塚組

上下水道課

平成23年度 社会資本整備総合交付金事業 吉岡
町流域関連公共下水道枝線国庫第３工区工事

大久保地内 ７社 7,240,000円 7,100,000円89 98.1％ 株式会社
飯塚組

上下水道課

平成23年度 社会資本整備総合交付金事業 吉岡
町流域関連公共下水道枝線国庫第４工区工事

大久保地内 ７社 6,380,000円 5,500,000円90 86.2％ 株式会社
大井組

上下水道課

平成23年度 社会資本整備総合交付金事業 吉岡
町流域関連公共下水道枝線国庫第２工区工事

大久保地内 ５社 3,690,000円 3,050,000円91 82.7％ 株式会社
原沢組

上下水道課

平
成
24
年
度
か
ら
国
土
調
査
法
に

基
づ
く
地
籍
調
査
事
業
に
着
手
し
ま

す
。皆

さ
ん
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る

「
土
地
」
の
位
置
、
面
積
な
ど
を
正

確
に
把
握
し
、
土
地
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る
と
と
も

に
、
効
率
的
な
土
地
利
用
を
図
る
た

め
の
も
の
で
す
。

地
籍
調
査
と
は

「
地
籍
」
と
は
土
地
の
情
報
で
、

い
わ
ば
土
地
の
戸
籍
で
す
。「
地
籍

調
査
」
は
土
地
の
情
報
を
明
確
に
す

る
こ
と
が
目
的
で
す
。

土
地
に
つ
い
て
一
筆
ご
と
に
皆
さ

ん
に
境
界
な
ど
を
確
認
し
て
い
た
だ

き
、
測
量
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
の
結
果
、
正
確
な
土
地
の
面
積

な
ど
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
正
確
な

図
面
（
地
籍
図
）
を
作
成
し
、
調
査

成
果
は
法
務
局
に
送
付
さ
れ
、
土
地

の
登
記
簿
が
正
確
な
も
の
に
改
め
ら

れ
ま
す
。

な
ぜ
調
査
が
必
要
か

現
在
法
務
局
に
備
え
付
け
ら
れ
て

い
る
地
図
（
公
図
）
は
土
地
改
良
事

業
実
施
済
み
地
区
を
除
く
ほ
と
ん
ど

が
、
明
治
時
代
の
地
租
改
正
で
作
ら
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町
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
合
併
処
理

浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
を
対
象
に
、

浄
化
槽
設
置
補
助
金
を
交
付
し
て
き

ま
し
た
。（
地
域
・
条
件
に
よ
っ
て

は
交
付
対
象
外
と
な
り
ま
す
。）

今
年
度
も
、
単
独
処
理
浄
化
槽
お

よ
び
く
み
取
り
槽
か
ら
合
併
処
理
浄

化
槽
へ
切
り
替
え
る
（
転
換
す
る
）

人
に
限
り
、
群
馬
県
か
ら
の
エ
コ
補

助
金
10
万
円
が
町
か
ら
の
補
助
金
の

他
に
追
加
で
交
付
さ
れ
ま
す
。

エ
コ
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
に

は
、
申
請
書
お
よ
び
必
要
書
類
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
新
た
に
設
置
す
る
浄
化
槽
の
使
用

開
始
届
出
書
の
写
し

②
撤
去
す
る
浄
化
槽
の
使
用
廃
止
届

出
書
の
写
し
（
単
独
処
理
浄
化
槽
を

h
ttp
://w

w
w
.to
w
n
.y
o
sh
i

o
ka.gu

n
m
a.jp
/m
/m
ailservice/

in
d
e
x.h
tm
l

に
ア
ク
セ
ス
し
、
利

用
規
約
に
同
意
い
た
だ
い
た
う
え
、

表
示
さ
れ
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
読
み
取
り
が
で
き

る
携
帯
電
話
を
お
持
ち
の
人
は
、
左

上
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と

で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

自
動
的
に
仮
登
録
メ
ー
ル
が
返

信
さ
れ
ま
す
の
で
、
記
載
さ
れ
た

U
R
L

を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
コ
ー
ド
入
力
画
面
が
表
示
さ
れ

ま
す
の
で
、
別
表
の
希
望
情
報
の
登

録
コ
ー
ド
を
入
力
し
、
送
信

を
ク

リ
ッ
ク
し
て
、
画
面
の
指
示
に
従
っ

て
操
作
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
迷
惑
メ
ー
ル
の
受
信
拒
否

設
定
を
し
て
い
る
場
合
は
、
吉
岡
町

あ
ん
し
ん
メ
ー
ル
（an

sh
in
.to
w
n
.

yo
sh
io
ka.gu

n
m
a.jp

）
を
受
信
で

き
る
よ
う
に
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

設
定
の
方
法
な
ど
は
お
持
ち
の
機
種

町
で
は
「
吉
岡
町
あ
ん
し
ん
メ
ー

ル
配
信
シ
ス
テ
ム
」
の
提
供
を
４
月

よ
り
開
始
し
ま
し
た
。
防
災
情
報
な

ど
緊
急
性
の
高
い
内
容
に
つ
い
て
登

録
さ
れ
た
人
に
メ
ー
ル
を
配
信
し
ま

す
。
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
登

録
で
き
ま
す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼
配
信
す
る
情
報

①
防
災
情
報(

台
風
情
報
、
地
震
情

報
な
ど)

②
防
犯
情
報(

国
民
保
護
に
係
わ
る

情
報
、
行
方
不
明
者
情
報
な
ど)

③
火
災
情
報(

発
生
お
よ
び
鎮
火
情

報
な
ど)

当
面
は
防
災
行
政
無
線
で
放
送
し

た
内
容
を
、
平
日
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
の
間
に
配
信

し
ま
す
。
な
お
、
緊
急
時
お
よ
び
火

災
情
報
に
つ
い
て
は
24
時
間
３
６
５

日
配
信
を
行
な
い
ま
す
。

吉
岡
町
あ
ん
し
ん
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム
の
提
供
を
開
始

防
犯
・
防
災
・
火
災
情
報
を
配
信
し
ま
す

浄
化
槽
エ
コ
補
助
金
制
度

４
月
２
日
か
ら
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

使
用
し
て
い
た
場
合
）

③
単
独
処
理
浄
化
槽
・
く
み
取
り
槽

の
埋
設
状
況
、
撤
去
状
況
お
よ
び
撤

去
物
を
確
認
で
き
る
写
真

④
転
換
撤
去
な
ど
の
確
認
書
（
町
で

決
め
ら
れ
た
様
式
）

※
通
常
、
工
事
業
者
さ
ん
が
申
請
書

類
な
ど
を
そ
ろ
え
て
役
場
へ
提
出
し

て
く
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
工
事
を
始

め
る
前
に
工
事
業
者
さ
ん
と
十
分
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
公
共
下
水
道
区
域
お
よ
び
農
業
集

落
排
水
区
域
の
住
宅
に
つ
い
て
は
、

浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先

上
下
水
道
課
下
水
道
室

牲
54
・
３
１
１
１
　（
内
線
５
０
７
）

の
取
扱
説
明
書
や
各
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
ま
た
は
携
帯
電
話
会
社
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
４
４
）

QRコード

登
録
方
法

（
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
共
通
）
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青少年健全育成と聞くと非行防止に関する活動を
思い浮かべるかもしれません。吉岡町は特別問題が
起きてないから関係ないのではと考えるでしょう。
でもニュースをみれば、｢ケータイやゲーム機・パ

ソコンでのインターネット機能によるトラブルやい
じめ｣、｢不登校や引きこもり｣、｢子どもへの虐待｣など
数多くの報道があります。事件になって初めて自分
の身近にと驚くことがあるかもしれません。
吉岡町は新しく町民になる人が多く、町民が顔見

知りになり、地域の連帯感をいっそう育てる必要が
あります。このコーナーでは青少年が健やかにたく
ましく育っていくために大人が地域でどんな活動が
できるかを考えていきたいと思います。

青少年健全育成を進めるために

11 吉岡町役場 牲54―3111

毎
年
10
月
１
日
か
ら
実
施
さ
れ
る

共
同
募
金
「
赤
い
羽
根
募
金
」
は
、

県
内
の
社
会
福
祉
法
人
、
更
生
保
護

法
人
、
特
例
民
法
法
人
、
一
般
・
公

益
社
団
（
財
団
）
法
人
、
特
定
非
営

利
活
動
法
人
お
よ
び
任
意
団
体
（
法

人
格
の
な
い
団
体
）
の
福
祉
事
業
に

配
分
さ
れ
ま
す
。

▼
配
分
の
種
類

◎
建
物
に
係
る
事
業
（
施
設
整
備
配

分
）

◎
施
設
等
拠
点
で
使
用
す
る
車
両
や

備
品

◎
市
町
村
域
の
事
業

◎
市
町
村
域
を
超
え
た
広
域
活
動
事

業配
分
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
相

談
窓
口
に
ご
相
談
下
さ
い
。
申
請
書

な
ど
用
意
し
て
あ
り
ま
す

▼
受
付
・
相
談
窓
口

共
同
募
金
会

吉
岡
町
支
会
（
社
会
福
祉
協
議
会
）

牲
54
・
３
９
３
０

昨
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日

本
大
震
災
に
お
き
ま
し
て
は
、
自
治

会
連
合
会
を
中
心
に
救
援
物
資
お
よ

び
義
援
金
に
対
す
る
協
力
依
頼
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
数
多
く

の
町
民
皆
さ
ま
よ
り
心
温
ま
る
ご
支

援
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現

在
ま
で
の
内
容
は
、
右
記
の
と
お
り

で
す
。

皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
義
援
金

お
よ
び
救
援
物
資
は
、
県
や
日
本
赤

十
字
社
を
通
じ
被
災
地
や
被
災
者
の

元
へ
届
け
ら
れ
、
多
い
に
役
立
て
ら

れ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

被
災
地
の
一
日
も
早
い
復
興
を
願

う
と
と
も
に
、
今
後
も
継
続
的
な
ご

支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。


